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公安委員会定例会議の開催概要

第１ 日時

令和８年２月１８日午後１時００分～午後５時００分までの間

第２ 全体会議

【委員長発言要旨】

捜索現場において複数の職員が取締対象者に対して暴行を加え、逮捕・起訴された件等

について報告を受けてきた。

本件において、警察捜査の範疇を逸脱し違法な有形力を伴う捜査が行われたこ
とは、いかなる事情があろうとも決して許されるものではなく、極めて遺憾である。

また、捜査方針や法令遵守等について現場捜査員に十分浸透していなかったこ

とも重大な問題である。

本件を一部職員の問題とすることなく、組織全体の課題として受け止め、示さ

れた再発防止策を確実に実行していき、適正捜査を確保しなければならない。

公安委員会としても、本件を重く受け止め、大阪府警察の活動が円滑かつ適正

に行われるよう、多角的な観点から積極的な提言を行い、管理機能の充実を図る

とともに、警察に対する信頼回復に向け、全力で取り組んでまいる。

１ 審議事項

なし

２ 報告事項

(1) 大阪府議会令和８年２月定例会の日程（予定）について

大阪府議会令和８年２月定例会が、２月２４日から３月２４日までの日程で

開かれる旨の報告があった。

(2) 令和７年中における被疑者取調べ監督の実施状況について

令和７年中における被疑者取調べの件数、取調べに係る苦情等の件数、巡察

及び教養の実施回数、監督対象行為の絶無に向けた施策等について報告があった。

(3) 特殊詐欺等被害抑止対策の推進について

令和７年中の特殊詐欺等被害抑止対策の推進結果及び今後の被害抑止対策等

について報告があった。

【委員発言要旨】

被害額の増加に加え、特殊詐欺の手口も高度化・複雑化している。被害抑止

に向け、改正大阪府安全なまちづくり条例の府民への周知と併せ、効果的な対

策を推進していただきたい。

(4) 交番等の最適化計画における交番の廃止について

「交番等の最適化」計画に基づき、４月１日付けで廃止する交番についての報告があった。

(5) 駐在所の日勤制への運用変更等について

駐在所勤務員の安全確保等を目的とした日勤制への運用変更等について報告があった。

(6) 令和８年春の全国交通安全運動の取組について

令和８年春の全国交通安全運動については、４月６日から４月１５日までの

間、運動の重点を「通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安

全確保」、「「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上」、及

び「自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底」とし

て、実施する旨の報告があった。

【委員発言要旨】

自治体、企業、学校等の関係機関と連携し、効果的な交通安全教育及び広報
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啓発活動に取り組んでいただきたい。

第３ 個別会議

１ 決裁事項

(1) 運転免許取消対象事案について

運転免許取消対象事案について、審議の結果、５６件の行政処分を決定した。

(2) 風俗営業法に基づく代行聴聞結果及び行政処分の決定について

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく行政処分２

件について上申があり、審議の結果、風俗営業及び飲食店営業の停止を決定した。

(3) 用心棒行為等防止命令の発出及び意見聴取の実施等について

「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」に基づき、用心棒行為等

防止命令の発出に係る意見聴取の期日を３月３日とし、主宰者を暴力団対策室

長に決定するとともに、当事者が正当な理由なく意見聴取に出席しない場合は、

本命令を発出する旨の上申があり、審議の結果、可として決裁した。

(4) 不服申立てに対する裁決について

ア 運転免許取消処分に対する審査請求事案

運転免許取消処分の取消しを求めた審査請求事案について、審議の結果、

当該処分は道路交通法に基づき適正に行ったものであることから、棄却とした。

イ 運転免許交付処分に対する審査請求事案

運転免許交付処分の取消しを求めた審査請求事案について、審議の結果、

当該処分は道路交通法に基づき適正に行ったものであることから、棄却とした。

ウ 交通違反に係る点数付加に対する審査請求事案

交通違反に係る点数付加の取消しを求めた審査請求事案について、審議の

結果、当該行為は行政不服審査法に規定する処分に該当せず不適法であるこ

とから、却下とした。

(5) 苦情・意見要望等の受理等について

ア 苦情３件について調査結果の報告があり、審議の結果、回答を決定した。

イ 苦情・意見要望等２２件の報告があり、審議の結果、５件については苦情

受理として事実調査を指示し、１７件については意見要望等としてそれぞれ

処理方針を決定した。

(6) 交通規制の実施について

２月中に実施予定の自転車横断帯、横断歩道等４７か所の交通規制について

上申があり、可として決裁した。

２ 報告事項

(1) 新人事管理システムの委託開発に係る契約解除に係る対応等について

新人事管理システムの委託開発に係る契約解除に係る対応等について報告があった。

(2) 大阪府公安委員会における情報セキュリティ基本方針について

大阪府公安委員会における情報セキュリティ基本方針について報告があった。

(3) 大阪・関西万博の警察記録誌等の作成・配布について

大阪府警察の取組・対応を後世に伝承し、次期において万全の警察諸対策を

講じるため、大阪・関西万博の警察記録誌を作成し、配布する旨の報告があった。

(4) １月中の懲戒処分状況等について

１月中の懲戒処分状況等について報告があった。

(5) 雑踏警備におけるウェアラブルカメラ導入に関するモデル事業の実施について

雑踏警備におけるウェアラブルカメラ導入に関するモデル事業の実施につい

て報告があった。
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(6) 交通部主管に係る令和７年１２月中の専決事務の処理状況について

交通部主管に係る令和７年１２月中の専決事務の処理状況について報告があった。

(7) 集団示威運動等に係る専決事務の処理状況について

２月２日から２月８日までの間に受理した集団示威運動等の許可申請に係る

専決事務の処理状況について報告があった。

以 上


